
（図１） 
貯金者保護等の仕組み 

   
 ◎  組合の経営破綻により貯金の払戻し停止、解散等となった場合 

   経営破綻組合の貯金者に対して保険金の支払、貯金等債権の買取による支払によ 

  り貯金者を保護します。 

                                                                      
 

貯     金     者 
 

 

 

                              貯          

                                                    

                                    金                               

                                                           

                   

                     

   経 営 破 綻 組 合 

   （貯払停止、解散等） 

 
 

                      

                                                                      
 

    農 水 産 業 協 同 組 合 貯 金 保 険 機 構                   
 

 

 

 ◎ 経営困難組合を合併等で救済する場合 

     救済組合又は救済組合を支援する連合会等に対する資金援助、貯金等債権の買取

  りにより組合の貯金者保護及び信用事業機能の維持を行う。 
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＊ 合併等 … 合併（吸収又は新設）又は信用事業の全部・一部譲渡、付保貯金移転 

       


